
別記第１号様式 

入   札   公   告 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

 

  令和８年３月２日 

                 社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉事業団 

理 事 長   髙橋 昌伸 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）物品・委託等件名（及び数量） 自動車運行管理業務 

（２）調達案件の仕様等  入札説明書による 

（３）履行期限 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

（４）履行場所 千葉市緑区誉田町１丁目４５番２ 

千葉県千葉リハビリテーションセンター 

（５）入札方法 入札金額は 2 年間の総額を記載すること。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセ 

        ントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると 

        きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする 

        ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税 

        事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相 

        当する金額を入札書に記載すること。税法の改正により消費税等の税率が

変動した場合には、当該改正税法施行日以降における上記消費税等相当額

は変動後の税率により計算した額とする。 

 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４の規定のほか、次の各号

に該当しない者であること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本件請負業

務の入札日前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りした者 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

からの更生手続開始決定がされていない者 

ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所

からの再生手続開始決定がされていない者 

エ 入札日から過去 1 年以内において、賃金不払等で労働基準監督署から検察庁への書

類送検を受けていない者（ただし、不起訴となった場合は除く。） 

（２）千葉県物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づき、取扱品

目「旅客運送」又は「車輌運行管理」においてＡ等級に格付けされている者 

（３）この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者資格停止等

基準（昭和 57 年 12 月 1 日制定）に基づく指名停止を受けている日が含まれないこと。 

（４）千葉県内に本店又は営業所を有していること。 

（５）平成２２年４月１日以降において、本件と同様の業務を１２箇月以上継続して業務契

約を元請けとして締結し、当該業務を履行した実績を有すること。 



（６）一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 

（７）契約開始時点において個人情報保護推進体制を整備している業務として「ＪＩＰＤＥ

Ｃ」プライバシーマークの認定を受けていること。 

（８）（１）から（７）までに掲げるもののほか、入札説明書に定める入札参加要件を満たす

者であること。 

 

３ 入札書の提出場所等 

 

（１）入札説明書の交付期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年３月１３日（金） 

   午前９時から午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

（２）入札及び開札の日時及び場所 

   令和８年３月２３日（月）午後１時３０分  

千葉県千葉リハビリテーションセンター 居住棟１階 第三会議室 

 

４ 入札参加資格の確認等 

自動車運行管理業務の入札参加を希望する者は、別に配付する一般競争入札参加資格確

認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を提出し、入札参加資格の確認を

受けなければならない。 

（１）資格確認資料の提出期間等 

ア 期  間 令和８年３月２日（月）から令和８年３月１３日（金）まで 

（土曜日及び日曜日を除く。） 

イ 時  間 午前９時から午後５時まで 

ウ 場  所 上記３（１）に同じ 

エ 必要書類 ・「一般競争入札参加資格確認申請書」 

       ・千葉県発行の「入札参加資格決定通知書」の写し 

       ・上記２（５）を満たしていることがわかる契約書の写し 

       ・一般貸切旅客自動車運送事業の許可書 

       ・「ＪＩＰＤＥＣ」プライバシーマーク登録番号がわかる書類 

オ 提出部数 １部 

（２）入札参加資格の確認結果通知 

令和８年３月１８日（水）までに通知する。 

（３） 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。

説明を求める場合は、令和８年３月１９日（木）までに、事務局総務部管財室に書面を

ファクシミリにて提出しなければならない。 

 

５ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 免除 

（３）入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に 

        求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関す

る条件に違反した入札書は、無効とする。 

（４）契約書の作成の要否 要 

（５）落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると社会福祉法人千葉県身体障



害者福祉事業団理事長が判断した入札者であって、社会福祉法人千葉県身

体障害者福祉事業団経理規程細則第７５条の規定により作成された予定

価格の制限内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

する。 

（６）その他 詳細は、入札説明書による。 

 

６ 問い合わせ先 

 〒266-0005 千葉市緑区誉田町１丁目４５番２ 

社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 事務局総務部管財室 

 電話 ０４３（２９１）１８３１ 内線４３６（担当：山元） 


